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2023年４月に追手門学院大学法学部が設立された。近年、日本社会における法学部の
存在感が低下している中で、法学部の新設を有難く思いつつ、構成員の一人として責任の
重さも痛感している。

法学は、長い歴史の中で重要な役割を果たしてきたが、人を育てることもその大切な
働きのひとつであった。法の学習においては、具体的な問題・課題に取り組むのに、法
体系全体を見通す力が求められるため、個別的・具体的かつ総括的・体系的に分析する
能力が育まれる。また、日本の法学に不可欠の歴史的、比較法的考察は、変動・展開して
いく社会の事象を客観的・相対的に把握する力を養う。日本の社会においては、かような
能力を持った人材が、多くの分野で活躍し、評価されてきた。追手門学院大学法学部は、
そうした人材育成において大きな意義を有する法学にとって、重要な担い手となることを
めざし、出発したのである。

この目標に向けて、法学部の構成員が、常に問題関心を拡げ、学問・研究し続けると
同時に、さまざまなレベルや形で研究交流し、法学の多彩な彫琢に寄与していく必要が
ある。それを可能にする媒体として、『追手門法学』は創刊された。

ここにその第１号を送り出す。学部設立・創刊早々のことであり、これが法学に対して
どれほどの意義を有し得るのか、確言できるような状態にはない。しかし、『追手門
法学』が、やがては法学の発展を支える媒体へと成長していくことを願っている。多くの
読者に批判的な関心を持っていただければ幸いである。

 高　田　　　篤　

創刊のことば



追手門法学　創刊号

目　　次

創刊のことば　……………………………………………………………………　高　田　　　篤　　　

論　説

行政の民主制的並びに法治国家的基礎づけ？

　－社会国家化という課題の克服にあたってのディートリッヒ・イエッシュと高田敏とを例として－

　　　　　　　　　　……………………………………………………………　高　田　　　篤　   1

動産・債権譲渡担保権設定者の処分権限の立法動向(1）……………………　堀　竹　　　学　  15

契約不適合責任と錯誤

　－契約を起点として契約責任を考える－　………………………………　山　本　顯　治　  33

詐欺罪の射程－カードすり替え事例の評価－　………………………………　小　田　直　樹　  47

近時の民法改正等における不動産の管理者・管理人の訴訟上の地位　……　山　本　克　己　  71

人権としてのセクシュアリティ

　－トランスジェンダーの法的性別変更を中心に …………………………　三　成　美　保　  81

レバレッジ・インバース型及び先物型ETF・ETNをめぐる説明義務　 ……　永　田　泰　士　 137

法廷地選択条項の合意に関するCISGの解釈と適用 …………………………　松　永　詩乃美　 181

研究ノート

【調査記録】ドイツの公的部門における法曹の養成と役割　………………　高　橋　明　男　 197

翻　訳

ドイツ国法学における憲法理論と憲法ドグマーティクの関係

　　　　　　　　　　……………………………………………………………　クリスチャン・ブムケ　 205

磯村 晃／宇多 鼓次朗(訳)　　　



－ －219

『追手門法学』編集要綱
2023年７月27日制定

（目的）

第 １条　『追手門法学』は、追手門学院大学法学部

(以下「法学部」という｡）における研究活動及び教

育活動の成果の発表を目的として刊行する。

（編集等の機関）

第 ２条　『追手門法学』の企画、投稿受付及び編集は、

『追手門法学』紀要編集委員会（以下「委員会」と

いう｡）が行い、発行は法学部が行う。

２ 　委員会は、学部長が指名する３名の紀要編集委員

をもって構成する。

（投稿資格）

第 ３条　投稿資格を有する者は、次の各号に掲げる者

とする。

　一　法学部専任教員

　二　本学名誉教授（法学部に在職した者に限る｡）

　三　その他委員会が認めた者

２ 　共著論文の投稿資格は、前項第一号又は第二号に

掲げる者が筆頭著者である場合に限り認められる。

３ 　第一項各号に掲げる者を除くほか、次のいずれか

に該当する者については、『追手門法学』刊行の目

的に照らし、委員会の議を経て、投稿資格を認める

ことができる。

　一 　法学部専任教員が本学を拠点に実施する研究企

画への参加者が、当該研究企画に関連して論文等

を執筆した場合であって、『追手門法学』への掲載

について当該法学部専任教員による推薦のある者

　二 　法学部において行われた学術講演を基に講演者

が論文等（講演が外国語による場合は法学部専任

教員によるそれらの翻訳を含む｡）を執筆した場

合であって、『追手門法学』への掲載について当

該講演の主催者である法学部専任教員による推薦

のある者

（投稿の要件）

第 ４条　『追手門法学』に投稿する論文等は、次の各号

の定める要件をすべて満たすものでなければならない。

　一 　他誌等に未掲載及び未投稿の原著論文等である

こと。

　二　完成原稿であること。

　三　次のいずれかに該当するものであること。

　　イ　論説

　　ロ　研究ノート

　　ハ　判例評釈

　　ニ　資料紹介、翻訳

　　ホ　書評

　　ヘ　その他委員会が認めたもの

　四 　グラフを含む図、表及び写真が、そのまま製版

できるように作成されていること。

　五 　原稿の使用言語が、印刷可能な言語の範囲内で

あること。

　六 　外国語による文献又は講演等の翻訳について、

著作権処理が完了していること。

（『追手門法学』の発行）

第 ５条　『追手門法学』は、オンライン・ジャーナルと

して発行する。ただし、予算の範囲内で、閲覧用に最

小限の部数の冊子体を別に印刷することを妨げない。

２　『追手門法学』は、各年度１回以上発行する。

３ 　各年度の原稿募集、投稿期限、発行日その他『追手

門法学』の発行に関する事項は、委員会が決定する。

（原稿の形式）

第 ６条　投稿する原稿の形式は、委員会が別に定める

｢『追手門法学』執筆要領」による。

（校正）

第 ７条　校正は著者校正とし、再校までとする。著者

は、校正期限を遵守し、校正時に大幅な訂正を行わ

ない。

２ 　著者が前項の規定に反したときは、委員会の決定

により、当該論文等の掲載を認めないとすることが

できる。

（抜刷）

第８条　抜刷の費用は申込者の負担とする。

（法学紀要データベースへの掲載)

第 ９条　『追手門法学』に掲載する論文等は、｢法学紀

要データベース」にも掲載する。

２ 　投稿者は、投稿にあたり、｢法学紀要データベー

ス」への掲載を希望しない旨、委員会に申し立てる

ことができる。委員会は、その議を経て、申し立て

を認めるか否かを決定できる。

（改廃）

第 10条　この要綱の改廃は、委員会の議を経て、学部

会議で行う。

附　則

この要綱は、2023年９月11日から施行する。
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